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令和 5 年 10 月 31 日発行 
 

発行：世田谷区 都市整備政策部 居住支援課 （世田谷区役所第一庁舎 4 階 42 番窓口） 

〒 154-8504  世田谷区世田谷 4－21－27 

☎ 03－5432－2504   FAX 03－5432－3040 

世田谷区ホームページ(https://www.city.setagaya.lg.jp)の 

トップページから「２０６４６０」で検索 

 
世田谷区から 区内の分譲マンションへ 

マンション通信 第 1 号 を発行しました 
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  世田谷区マンション管理計画認定制度 が始まりました 
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■マンション管理計画認定制度とは 

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、マンションの

管理組合が作成した管理計画が、一定の基準を満たす場合に、適切な管理計

画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度

です。世田谷区では、令和５年１０月３１日から開始します。 
  

対象マンション 世田谷区内の分譲マンション 

申請者 マンション管理組合の管理者等 

有効期間 ５年間  ※５年ごとに更新が必要です 

 

■認定基準 

３ページに認定基準を載せています。みなさまのマンションでチェックして、

ご確認ください。 

なお、世田谷区の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針で定め

る基準と同一です。 

 

■認定取得のメリット 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集 

    世田谷区マンション管理計画認定制度   が始まりました 

良質な管理水準が維持され、市場評価が期待されることで、

管理意識が向上し、管理の適正化に繋がります。 

マンションの長寿命化に資する大規模修繕工事を行い、

要件を満たす場合は、マンション長寿命化促進税制（建物

部分の固定資産税の減税）の対象となる場合があります 

住宅金融支援機構の「フラット 35」及び「マンション共用 

部分リフォーム融資」の金利の引下げや「マンションすま 

い・る債」の利率上乗せの対象となります。 

住宅金融支援機構 
ホームページ 

マンション長寿命化促進税制
（国土交通省ホームページ） 
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認定基準は         1７項目です。 

みなさまのマンションでチェックして、ご確認ください。 

 

管理計画認定制度の  認定基準  をチェック ☑ 

5 区分  

世田谷区マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること 
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区への認定申請の前に、 事前確認手続  （認定基準を満たしていることを 

事前確認して、マンション管理センターから 事前確認適合証 を受けること）が

必要です。事前確認適合証の取得には、次の４つのパターンがあります。 

■事前確認手続（別途手数料がかかります※P5 参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■区への認定申請（区への新規認定申請の手数料は無料です） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

マンション管理センター 
（管理計画認定手続支援サービスのシステム） 

 

 

  
 

 

 

事前確認適合証 

認定申請 

認定通知書 

マンション 
管理業協会 

申請者（マンション管理組合の管理者等）※先に、認定申請についての総会決議が必要です 

① 
マンション管理士（管理会
社に所属するマンション管
理士含む）に事前確認依頼

③ 
日本マンション
管理士会連合会
に事前確認依頼 

④ 
マ ン シ ョ ン 
管 理 セ ン タ ー 
に事前確認依頼 

事前確認 
(管理会社所属の 

マンション管理士) 
 

事前確認 
（日管連所属の 

マンション管理士） 
 

 申請者（マンション管理組合の管理者等） 

 申請者（マンション管理組合の管理者等） 

 世田谷区による審査 
※認定されたマンションは、マンション 

管理センターや区ホームページで 
公表されます 

※マンション管理センターの「管理計画 
認定手続支援サービスのシステム」 
から区へオンライン申請します 

事前確認 
（マンション 
  管理士） 

 

事前確認 
（マンション 
  管理士） 

 

日本マンション 
管理士会連合会 

（日管連） 
 

   管理計画認定制度の  認定申請の流れ 

② 
管 理 委 託 先 
に事前確認依頼
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■手続費用 

認定申請または更新認定申請 

事前確認費用 （事前確認先により異なるため、事前確認先へお問い合わせください） 

及び管理計画認定手続支援サービスのシステム使用料（\10,000） がかかります。 

区への申請に手数料はかかりません。 

変更認定申請 

認定を受けた後、認定された管理計画の変更があった場合は、直接区へ変更認定申

請を提出していただきます。申請手数料は次の通りです。 
 

 

 

 

 

 

■問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■世田谷区マンション管理適正化推進計画を策定しました 
 
 

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正に基づき、 

令和 5 年１０月に「世田谷区マンション管理適正化推進計画」を策定しま 

した。 区が取り組む施策や、管理計画認定基準、助言・指導等の目安を 

はじめとした、世田谷区マンション管理適正化指針等を定めています。 

計画の詳細は世田谷区ホームページをご覧ください。 

審査項目 基本手数料額 
長期修繕計画が複数ある
場合の１件あたり加算額 

「管理組合の運営」の基準に係る事項 ¥4,800 ¥2,600 

「管理規約」の基準に係る事項 ¥4,000 ¥2,600 

「管理組合の経理」の基準に係る事項 ¥4,600 ¥2,800 

「長期修繕計画の作成、見直し等」の 
基準に係る事項 

¥9,800 ¥5,200 

「その他」の基準に係る事項 ¥2,900 ¥1,700 

上記以外の事項の変更 ¥2,000  ¥900 

管理計画認定制度の 手続費用 と 問い合わせ先  

認定制度について 

世田谷区都市整備政策部居住支援課 

☎ ０３－５４３２－２５０４ FAX 03－5432－3040 

認定基準やマンション長寿命化促進税制等 

管理計画認定制度相談ダイヤル（日本マンション管理士会連合会） 

☎ ０３－５８０１－０８５８ 

 

日本マンション管理士会連合会 
ホームページ 

世田谷区ホームページ 
管理計画認定制度 

世田谷区マンション管理計画認定制度の認定基準等を定めた計画です。 

 

世田谷区ホームページ 
管理適正化推進計画 
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■世田谷区マンション管理講座のご案内 
 
 

「世田谷区マンション管理講座」は、区が開催する分譲マンション管理組合の理事や居住

者を対象とした基礎的な学習会です。建物の維持管理や修繕、管理組合の運営、マンショ

ンの法律問題等をテーマに年３回開催しています。また、東京都マンション管理士会世田谷

支部のご協力で、マンション管理士による無料相談会を講演終了後に開催しています。 

令和５年度第２回は「マンション管理計画認定制度」がテーマです。 
 

マンション管理講座 令和５年度第２回 開催予定 

対象： 管理組合の理事や居住者等   定員： ５０名   〆切： 11 月１４日 （火） 

参加申込： 世田谷区都市整備政策部居住支援課へ ☎ ０３－５４３２－２５０４  

  

■世田谷区マンション交流会に参加しませんか 
 

 

分譲マンションの課題を解決するには、個々の管理組合間、居住者同士の情報交換や交

流の場が有効です。「世田谷区マンション交流会」は、世田谷区内のマンション居住者・管理

組合相互の情報交換、ネットワーク構築を図るため、区分所有者等の会員による自主的な

組織として、平成 24 年に設立されました。世田谷区マンション交流会と世田谷区は、協働

による企画運営を行っています。 
 

マンション交流会セミナー 令和５年度第４回セミナー 開催予定 

対象： 管理組合の理事や居住者等   定員： ５０名  〆切： 11 月１４日 （火） 

参加申込： 世田谷区マンション交流会（☎ ０３－５４３２－２５０４）へ電話、もしくは交流
会ホームページから。なお、セミナーは交流会会員に限らずご参加可能です。
まずはセミナーにご参加ください。          

 

世田谷区マンション交流会の会員について 

会員は、世田谷区民で世田谷区に所在するマンションの区分所有者、居住者が登録でき

ます。現在登録は約２１０会員になっています。会費は無料です。入会申込は、電話でお問

い合わせください。世田谷区マンション交流会ホームページからもできます。 

会員には、毎回セミナーの開催前に参加案内が送られます。また、セミナー終了後に無料

相談をすることができます。  
問い合わせ先 ： 世田谷区マンション交流会 （世田谷区都市整備政策部居住支援課内） 

☎ ０３－５４３２－２５０４ 

日時 １１月１９日 （日） １０：００～１１：３０  ※無料相談会は１１：３０～１２：００ 

会場 文化生活情報センター （キャロットタワー５階）  

テーマ・講師 マンション管理計画認定制度について・親泊哲氏 （東京都マンション管理士会理事長） 

日時 １１月１９日 （日） １３：３０～１５：３０ 

会場 文化生活情報センター （キャロットタワー５階）  

テーマ ① マンション実態調査結果報告  ②みんなで進めるマンション防災 

世田谷区マンション管理講座 で認定制度の説明を行います 

世田谷区ホームページ 
マンション管理講座 

世田谷区マンション 
交流会ホームページ 



7 
 

 

 

 

■マンション管理状況届出制度 
 

 

将来、マンションが管理不全になることを予防するため、東京都の条例に基づき、届出が

必要なマンションについて、区へ管理状況を届出することを義務づけ、その届出において

管理不全の兆候があった場合は、区がマンションへの調査や助言等を行い、改善を図って

いく制度です。令和２年に開始されました。 
 

問い合わせ先 ： 世田谷区都市整備政策部居住支援課  ☎ ０３－５４３２－２５０４ 

 

■東京とどまるマンション 
 

東京都では、防災マニュアルが作成され、居住者共同でさまざまな防災活動等に取り組

むマンションを「東京とどまるマンション」として登録等を行い、「東京とどまるマンション」

に登録されたマンションの管理組合等が、一定の要件を満たした場合に、防災備蓄資器材

を購入する費用の一部を補助しています。詳細についてはこのマンション通信に同封され

た「東京とどまるマンション」のちらしや「東京都マンションポータルサイト」にてご確認くだ

さい。 

問い合わせ先 ： 東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課居住性能向上支援担当 

☎ ０３－５３２０－５００７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出が必要な
マンション  

昭和 58 年 12 月 31 日以前に新築された分譲マンションのうち、居住

の用に供する独立部分が６戸以上のもの 

※要届出マンション以外のマンションも任意に届出を行うことができます。 

届出事項 
管理組合、管理者等、管理規約、総会の開催、管理費及び修繕積立金、

修繕の計画的な実施、マンションの名称、所在地、届出者の連絡先等 

ご存じですか？ マンション管理状況届出制度 など 

世田谷区ホームページ 
マンション管理状況届出制度 

東京都マンションポータルサイト 
東京とどまるマンション普及促進事業 
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■世田谷区住宅相談 （予約制、対面相談、30 分間無料） 
 

予約先： 住まいサポートセンター （一般財団法人 世田谷トラストまちづくり）  

☎ ０３－６３７９－１４２０ 

 

■その他の相談先 
 
分譲マンション総合相談窓口 

予約先： 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 

 ☎ ０３－６４２７－４９００ 

      相談日： 月曜～金曜・第１土曜・第３日曜／9：００～１7：００（水曜は 9：00～１９：００） 

 

マンションの管理に関する相談・マンション管理士の紹介に関する相談 

予約先： 一般社団法人 東京都マンション管理士会 

            ☎ ０３－５８２９－９７７４ 

相談日： 月曜～金曜／１０：００～１２：００、１３：００～１６：００ 

 

分譲マンション専門相談 （予約制、面接相談） ※東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課の事業

予約先： 世田谷区都市整備政策部居住支援課 

☎ ０３－５４３２－２５０４ 

     相談日： 弁護士（月３回）・建築士（月１回） １３:００～１５:００ ※実施日は毎月変わります。 

 

 

 

 

 

 

種類 会場 相談の曜日と時間 相談員 

マンション相談  

北沢総合支所 第２火曜 １３：３０～１５：３０ 一級建築士 

三茶しゃれなあど 
オリオン 

第４月曜 １３：３０～１５：３０ 一級建築士・マンション管理士 

住まいの 

法律相談 

北沢総合支所 第１火曜 １３：３０～１５：３０ 弁護士 

三茶しゃれなあど 
オリオン 

第４月曜 １３：３０～１５：３０ 弁護士 

分譲マンションについての 相談先 

■編集後記 

マンションに関する行政施策について、ご存じでない方や関心がない方も多くいらっしゃ

います。次回の世田谷区マンション通信第２号は、令和６年度の発行を予定しており、引き続

き情報を発信してまいります。 

今回のマンション管理計画認定制度の開始を契機に、皆さまのマンション内で、少しずつ

マンションの管理運営に関心持つ方を増やしていただくよう取り組んでいただくことが、安

全安心で快適な住環境の維持・向上に繋がるのではないかと考えております。 


